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○ 仕事と家庭の両立支援対策の推進について

（１）仕事と家庭の両立支援の推進について（関連資料１、２）

仕事と家庭の両立ができる職場環境の整備は重要な課題であり、厚生

労働省においては、企業における両立支援制度を利用しやすい職場環境

の整備についての取組の促進を図っている。このため、育児・介護休業

、 （ 「 」 。）法の履行確保 次世代育成支援対策推進法 以下 次世代法 という

に基づく事業主の取組促進、好事例の普及、表彰や助成金の支給を通じ

た事業主への支援、ファミリー・サポート・センター事業の推進等の仕

事と家庭の両立が可能となる雇用環境の整備に取り組んできたところで

ある。

育児休業の取得においては、特に中小企業が大企業に比べ育

児休業取得率が低いことや、期間雇用者については、育児・介

、護休業法における育児休業取得の要件を満たした者であっても

育児休業の取得が進んでいない状況にあるため、厚生労働省と

しては制度の周知、好事例の普及、助成金の活用等を引き続き

行い、環境整備を図っていくこととしている。各都道府県・市

。におかれても積極的な法の周知・啓発に御協力をお願いしたい

、 、また 育児休業を取得した労働者の雇用の継続を目的として

休業前賃金の５０％を支給する育児休業給付制度があるが、平

成25年12月26日に労働政策審議会雇用保険部会において取りま

とめられた「雇用保険部会報告」において 「男女ともに育児、

休業を取得していくことを更に促進するため、育児休業給付の

給付率を上げることとし （中略）育児休業開始時から最初の、

６月の間について６７％の給付率とすべきである 」とされた。。

同内容を盛り込んだ改正法案を平成26年１月31日に第186回通常

国会に提出している。施行時期は平成26年４月１日を予定して

おり、改正法案成立後は育児・介護休業法の周知とともに、こ

ちらも周知・啓発に御協力をお願いしたい。

２）次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定及び認（

定について（関連資料３～５）

次世代法に基づく、一般事業主行動計画の策定・届出につい

て、改正法の施行により平成23年４月から届出が義務化された

従業員数が101人以上300人以下の企業の行動計画の届出率は、

平成25年12月末現在で、98.5％となっており、各都道府県・市
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の周知、啓発に関する御協力に感謝申し上げる。

また、次世代法においては、一定の要件を満たした企業を 「子、

育てサポート企業」として、厚生労働大臣が認定する制度があ

、 （ ）り 認定を受けた事業主は次世代認定マーク 愛称：くるみん

により子育てサポート企業であることをアピールすることがで

きる。各都道府県・市においても、企業における次世代育成支

援に関する施策を様々講じておられることと思うが、くるみん

の認知度は低い状況にある。多くの事業主が次世代法に基づく

認定を目指して取組を行うよう、子育てしやすい企業を増やす

という観点に立って、くるみん認定制度の普及に御協力をお願

いしたい。

さらに、次世代法については平成26年度末までの時限立法であ

ることから、昨年10月から労働政策審議会において、同法の延

長・強化について議論を行ってきたところ、12月10日に10年間

の延長、新たな認定制度の創設等を内容とする検討結果が取り

まとめられ、建議がなされた。厚生労働省としては、当該建議

等の内容を踏まえ、平成26年通常国会へ改正法案を提出してい

るところである。法案成立後は、地域行動計画、一般事業主行

動計画、特定事業主行動計画のそれぞれについて、行動計画策

定指針を改定する予定であり、指針を踏まえ、各地方公共団体

においても、新しい計画の策定をお願いすることとなるので、

よろしくお願いする。

なお、次世代法に基づく認定を受け 「くるみん」を取得した、

企業については税制優遇制度がある。これは、認定を受ける対象

となった一般事業主行動計画の計画期間開始の日から認定を受

けた日を含む事業年度終了の日までの期間内に取得・新築・増

改築をした建物等について、認定を受けた日を含む事業年度に

おいて、普通償却限度額の32％の割増償却が可能となる制度で

ある。この制度は平成23年度から平成25年度末までの措置とさ

れていたが、平成26年度政府税制改正大綱において、１年間延

長することとされたところである。次世代法と併せて税制優遇制

度についても周知をお願いしたい。
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（３）ファミリー・サポート・センター事業について（関連資料６）

児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童

の預かり等を会員間で行うための連絡・調整を行う「ファミリ

ー・サポート・センター事業」を推進しており、平成21年度か

らは病児・病後児の預かり、宿泊を伴う預かり等を行う「病児

・緊急対応強化事業」を実施するとともに、ひとり親家庭や低

所得者（以下 「ひとり親家庭等」という ）の利用支援を実施、 。

している。

本事業は、子ども・子育て支援新制度において 「子育て援助、

活動支援事業」として地域子ども・子育て支援事業へ移行する

こととなっており、新制度への円滑な移行を図るため、平成26

年度は「保育緊急確保事業」として実施することとしている。

また、平成26年度予算案においては、新たに５０～９９人規模

のセンターを補助対象とするとともに、事業を開始する際の開

設準備に要する経費（改修費等、賃貸料（礼金１月分及び開設

前月分 ）の補助を行う予定である。）

、 、事業を円滑に実施するためには 一定の会員数の確保が必要となるが

援助を行いたい者（提供会員）の募集に当たっては、例えば自治体の広

報誌による広報や地域のボランティア団体等との連携など、各自治体の

実状に応じた積極的な周知・広報をお願いする。また、援助を受けたい

者（依頼会員）の募集に当たっては、保育所や児童館などの子育て支援

関連施設を通じた事業の周知のほか、乳児家庭全戸訪問事業における訪

問時に情報提供を行うなど、子育て家庭に早い段階で本事業の周知を図

ることも重要である。

さらに、ひとり親家庭等のファミリー・サポート・センターの利用促

進を図るため、優先調整や柔軟な受入対応、ひとり親家庭等の受入れを

行う場合の助成など、ひとり親家庭等の利用支援についても

引き続き積極的な働きかけをお願いしたい。

、 、本事業においては 過去に重篤な事故が発生したことを踏まえ

平成23年度より、事故が発生した場合に当省へ報告を求めると

ともに、９項目24時間を概ね満たした講習を実施し、これを修

了した会員が活動を行うことが望ましいとするなど、事故防止

対策に取り組んでいる。

また、平成25年４月には、事故事例及びヒヤリ・ハット事例
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の検証作業の参考となるよう、原因の検証のための具体的方策

について通知を発出したところである。

援助を行う会員の質を確保し、安全・安心な事業の実施を図るために

も、引き続き、ファミリー・サポート・センター事業における

講習の充実等による事故防止対策の徹底をお願いしたい。

（４）雇用保険による事業所内保育施設助成制度について（関連資料７）

労働者の職業生活と家庭生活の両立支援に取り組む事業主や事

業主団体を支援する制度として 「両立支援等助成金」がある。、

この助成金のうちの一つである「事業所内保育施設設置・運

営等支援助成金」は、労働者のための保育施設を事業所内に設

置、運営する事業主・事業主団体に、その費用の一部を助成す

る制度である。事業所内保育施設への支援については、昨年閣

議決定された「日本再興戦略」等において「待機児童解消加速

化プラン」の支援パッケージの１つの柱として位置付けられて

いることから、１月１日付けで一部の要件の緩和を行い、より

利用しやすい制度としたところである。

本助成金の活用について、是非積極的な周知をお願いしたい。

なお、平成27年４月に本格施行を予定している子ども・子育

て支援新制度において、地域型保育給付が創設され、地域の子

どもを一定数以上受け入れる場合、市町村の認可を得て、事業

所内保育事業も給付の対象となることが可能となる。この認可

基準については、平成25年12月の子ども・子育て会議で概ねの

案が取りまとめられた。なお、地域型保育給付に関する公定価

格については、認可基準の内容等を踏まえながら、子ども・子育て会議にお

いて、議論が進められているところである。



［職業家庭両立課：関連資料］
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の
措

置

年
１
０
日
を
限

度
と
し
て
看

護
休

暇
付

与
を
義

務
づ
け

○
要

介
護

状
態

に
あ
る
対

象
家

族
が

１
人

で
あ
れ

ば
年

５
日

、
２
人

以
上

で
あ

れ
ば

年
日

を
限

度
と
し

介
護

休
暇

付
与

を
義

務
づ
け

介
護

休
暇

制
度

措
置
（
１
日
原
則

６
時

間
）
を
義

務
づ
け

○
常
時
介
護
を
必

要
と
す
る
状

態
に
あ
る
対

象
家

族
の

介
護

を
行

う
労

働
者

に
対

し
、
次
の
い
ず
れ

か
の

措
置

を
事

業
主

に
義
務

づ
け

①
短
時
間
勤
務
制
度

②
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制

③
始
業
・
終
業
時
刻
の
繰
上
げ
・
繰
下
げ

④
介
護
費
用
の
援
助
措
置

れ
ば

年
１
０
日

を
限

度
と
し
て
介

護
休

暇
付

与
を
義

務
づ
け

○
小
学
校
就
学
前

ま
で
の

子
を
養

育
し
、
又

は
介

護
を
行

う
労

働
者

が
請

求
し

た
場
合
、
１
か
月

２
４
時

間
、
１
年

１
５
０
時

間
を
超

え
る
時

間
外

労
働

を
制

限
○

労
働

者
を
転

勤
さ
せ

る
場

合
の

、
育

児
又

は
介

護
の

状
況

に
つ
い
て
の
配

時
間

外
労

働
の

制
限

転
勤

に
つ
い
て
の

配
慮

○
育

児
休

業
等

を
取

得
し
た
こ
と
等

を
理

由
と
す
る
解

雇
そ
の

他
の

不
利

益
取

扱
い
を
禁

止

○
労

働
者

を
転

勤
さ
せ

る
場

合
の

、
育

児
又

は
介

護
の

状
況

に
い
て
の

配
慮

義
務

夜
業

制
限

不
利

益
取

扱
い
の

禁
止

○
３
歳
に
達
す
る
ま
で
の

子
を
養

育
す
る
労

働
者

が
請

求
し
た
場

合
、
所

定
外

労
働
を
免
除

所
定

外
労

働
の

免
除

○
小
学
校
就
学

前
ま
で
の

子
を
養

育
し
、
又

は
介

護
を
行

う
労

働
者

が
請

求
し

た
場
合
、
深
夜

業
を
制

限

扱
い
を
禁

止
深

夜
業

の
制

限

○
苦

情
処

理
・
紛

争
解

決
の

援
助

及
び
調

停
の

仕
組

み
を
創

設
○

勧
告

に
従

わ
な
い
場

合
の

公
表

制
度

及
び
報

告
を
求

め
た
場

合
に
報

告
を

実
効

性
の

確
保

※
下
線
部
は
、
平
成
２
１
年
６
月
の
法
改
正
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
部
分
。
改
正
法
の
施
行
日
：
原
則
と

し
て
平
成
２
２
年
６
月
３
０
日
（
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
、
常
時
１
０
０
人
以
下
の
労
働
者
を
雇
用
す
る

事
業
主
に
つ
い
て
は
平
成
２
４
年
７
月
１
日
）

○
勧

告
に
従

わ
な
い
場

合
の

公
表

制
度

及
び
報

告
を
求

め
た
場

合
に
報

告
を

せ
ず
、
又

は
虚

偽
の

報
告

を
し
た
者

に
対

す
る
過

料
を
創

設
。
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次
世
代
育
成
支
援
対
策
地
域
協
議
会

次
世
代
育
成
支
援
対
策
地
域
協
議
会

次
世
代
育
成
支
援
対
策
地
域
協
議
会

次
世
代
育
成
支
援
対
策
地
域
協
議
会

都
道
府
県
、
市
町
村
、
事
業
主
、
労
働
者
、

社
会
福
祉
・
教
育
関
係
者
等
が
組
織

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー

事
業
主
団
体
等
に
よ
る
情
報
提
供
、
相
談
等
の
実
施

施
策
・
取
組
へ
の
協
力
等

策
定
支
援
等

○
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
が
健
や
か
に
生
ま
れ
、
か
つ
、
育
成
さ
れ
る
社
会
の
形
成
に
資
す
る
た
め
次
世
代
育
成
支
援
対
策
を
迅
速
か
つ
重
点
的
に

推
進

○
地
方
公
共
団
体
及
び
事
業
主
に
対
し
、
次
世
代
育
成
支
援
の
た
め
の
行
動
計
画
の
策
定
を
義
務
づ
け
、
1
0
年
間
の
集
中
的
・
計
画
的
な
取
組
を
推
進

行
動
計
画
策
定
指
針

行
動
計
画
策
定
指
針

行
動
計
画
策
定
指
針

行
動
計
画
策
定
指
針

○
国
に
お
い
て
地
方
公
共
団
体
及
び
事
業
主
が
行
動
計
画
を
策
定
す
る
際
の
指
針
を
策
定
。

（
例
）
地
方
公
共
団
体
行
動
計
画
：
保
育
の
実
施
の
事
業
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
等
に
関
す
る
事
項
（
量
）
を
定
め
る
に
際
し
て
参
考
と
す
べ
き
標
準
を
記
載

一
般
事
業
主
行
動
計
画
：
計
画
に
盛
り
込
む
内
容
と
し
て
、
育
児
休
業
や
短
時
間
勤
務
に
関
す
る
取
組
、
所
定
外
労
働
の
削
減
や
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
に

関
す
る
取
組
を
記
載

地
方
公
共
団
体
行
動
計
画

地
方
公
共
団
体
行
動
計
画

地
方
公
共
団
体
行
動
計
画

地
方
公
共
団
体
行
動
計
画
の ののの
策
定

策
定
策
定

策
定

①
市
町
村
行
動
計
画

②
都
道
府
県
行
動
計
画

→
地
域
住
民
の
意
見
の
反
映
、
労
使
の
参
画
、

計
画
の
内
容
・
実
施
状
況
の
公
表
、
定
期
的
な

評
価
・
見
直
し
等

事
業
主
行
動
計
画

事
業
主
行
動
計
画

事
業
主
行
動
計
画

事
業
主
行
動
計
画
の ののの
策
定

策
定
策
定

策
定
・ ・・・
届
出

届
出
届
出

届
出

①
一
般
事
業
主
行
動
計
画
（
企
業
等
）

・
大
企
業
（
３
０
１
人
以
上
）
：
義
務

・
中
小
企
業
（
１
０
１
人
以
上
）
：
義
務
（
2
3
年
４
月
～
）

・
中
小
企
業
（
１
０
０
人
以
下
）
：
努
力
義
務

一
定

一
定
一
定

一
定
の ののの
基
準

基
準
基
準

基
準
を ををを
満 満満満
た
し
た

た
し
た

た
し
た

た
し
た
企
業

企
業
企
業

企
業
を ををを
認
定

認
定
認
定

認
定

②
特
定
事
業
主
行
動
計
画
（
国
・
地
方
公
共
団
体
等
）

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
の
概
要
と
見
直
し
の
ポ
イ
ン
ト

（
平
成
１
７
年
４
月
か
ら
平
成
２
７
年
３
月
ま
で
の
１
０
年
間
の
時
限
立
法
）

指
針
の

内
容
を

充
実
・
強
化

新
た
な
認
定

（
特
例
認
定
）

制
度
の
創
設

計
画
の
策
定
・

届
出
に
代
え

た
実
績
公
表

の
枠
組
み
の

追
加

1
0
年
間
の

延
長

現
行
の

認
定
制
度
の

充
実
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4
4

9
9
.
1
%

1
,
8
5
9

8
1
9

9
9
.
5
%

1
,
0
4
0

2
5

3
5

山
口

県
1
1
3

4
0
2

1
,
0
3
0

9
9
.
8
%

1
1
3

1
0
0
.
0
%

9
1
7

4
0
1

9
9
.
8
%

5
1
6

1
2

3
6

徳
島

県
4
7

1
8
1

4
9
5

1
0
0
.
0
%

4
7

1
0
0
.
0
%

4
4
8

1
8
1

1
0
0
.
0
%

2
6
7

2
7

3
7

香
川

県
9
5

3
4
8

6
4
2

9
9
.
8
%

9
4

9
8
.
9
%

5
4
8

3
4
8

1
0
0
.
0
%

2
0
0

1
7

3
8

愛
媛

県
1
3
6

4
1
1

1
,
0
8
0

9
9
.
3
%

1
3
5

9
9
.
3
%

9
4
5

4
0
8

9
9
.
3
%

5
3
7

2
6

3
9

高
知

県
5
6

2
1
3

4
7
7

1
0
0
.
0
%

5
6

1
0
0
.
0
%

4
2
1

2
1
3

1
0
0
.
0
%

2
0
8

6

4
0

福
岡

県
4
9
0

1
,
1
7
1

2
,
3
3
7

9
8
.
0
%

4
8
4

9
8
.
8
%

1
,
8
5
3

1
,
1
4
4

9
7
.
7
%

7
0
9

2
7

4
1

佐
賀

県
6
5

2
5
4

5
1
8

1
0
0
.
0
%

6
5

1
0
0
.
0
%

4
5
3

2
5
4

1
0
0
.
0
%

1
9
9

7

4
2

長
崎

県
1
0
2

3
6
5

6
6
8

9
9
.
8
%

1
0
2

1
0
0
.
0
%

5
6
6

3
6
4

9
9
.
7
%

2
0
2

2

4
3

熊
本

県
1
4
0

4
2
3

8
2
6

9
9
.
8
%

1
3
9

9
9
.
3
%

6
8
7

4
2
3

1
0
0
.
0
%

2
6
4

1
1

4
4

大
分

県
8
5

3
1
0

8
5
7

9
9
.
5
%

8
5

1
0
0
.
0
%

7
7
2

3
0
8

9
9
.
4
%

4
6
4

1
2

4
5

宮
崎

県
8
0

2
9
7

6
3
5

9
9
.
2
%

7
8

9
7
.
5
%

5
5
7

2
9
6

9
9
.
7
%

2
6
1

5

4
6

鹿
児

島
県

1
6
0

4
4
6

1
,
0
6
1

9
9
.
7
%

1
5
9

9
9
.
4
%

9
0
2

4
4
5

9
9
.
8
%

4
5
7

2
0

4
7

沖
縄

県
9
6

2
7
1

6
2
1

9
9
.
7
%

9
6

1
0
0
.
0
%

5
2
5

2
7
0

9
9
.
6
%

2
5
5

1
0

1
4
,
7
8
7

3
2
,
5
5
2

6
7
,
8
2
3

9
8
.
4
%

1
4
,
5
2
1

9
8
.
2
%

5
3
,
3
0
2

3
2
,
0
6
0

9
8
.
5
%

2
1
,
2
4
2

1
,
7
4
1

都
道

府
県

別
一

般
事

業
主

行
動

計
画

策
定

届
都

道
府

県
別

一
般

事
業

主
行

動
計

画
策

定
届

都
道

府
県

別
一

般
事

業
主

行
動

計
画

策
定

届
都

道
府

県
別

一
般

事
業

主
行

動
計

画
策

定
届

の ののの
届

出
及

届
出

及
届

出
及

届
出

及
び びびび

認
定

状
況

認
定

状
況

認
定

状
況

認
定

状
況

 
（

 
（

 
（

 
（
平

成
平

成
平

成
平

成
２

５
２

５
２

５
２

５
年 年年年

１
２

１
２

１
２

１
２

月
末

現
在

月
末

現
在

月
末

現
在

月
末

現
在

） ）））

常
時

雇
用

労

働
者

３
０

1
人

以
上

の
企

業

数

常
時

雇
用

労

働
者

１
０

１
人

以
上

３
０

０
人

以
下

の
企

業

数

一
般

事
業

主
行

動
計

画
策

定
届

提
出

企
業

数

認
定

企
業

数
１

０
１

人
以

上
企

業
の

届
出

率

① 内
、

常
時

雇
用

労
働

者
３

０
１

人
以

上
の

企
業

数

合
計

② 内
、

常
時

雇
用

労
働

者
３

０
０

人
以

下
の

企
業

数

届
出

率

（
ア

）

内
、

常
時

雇
用

労
働

者
１

０
１

人
以

上
の

企

業
数

（
イ

）

内
、

常
時

雇
用

労
働

者
１

０
０

人
以

下
の

企

業
数

届
出

率
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１
税
制
優
遇
制
度
の
概
要

く
る
み
ん
税
制

（
平

成
2
3
年

６
月

3
0
日

創
設

）

◆
次
世
代
育
成
⽀
援
対
策
推
進
法
（
以
下
「
次
世
代
法
」
）
に
基
づ
く
認
定
を
受
け
、
「
く
る
み
ん
」
を
取
得
し
た
企
業
は
、
認
定
を
受
け
る
対
象
と

な
っ
た
⼀
般
事
業
主
⾏
動
計
画
の
計
画
期
間
開
始
の
⽇
か
ら
認
定
を
受
け
た
⽇
を
含
む
事
業
年
度
終
了
の
⽇
ま
で
の
期
間
内
に
取
得
・
新
築
・
増
改
築
を

し
た
建
物
等
に
つ
い
て
、
認
定
を
受
け
た
⽇
を
含
む
事
業
年
度
に
お
い
て
、
普
通
償
却
限
度
額
の
３
２
％
の
割
増
償
却
が
可
能
。

◆
⻘
⾊
申
告
書
を
提
出
す
る
事
業
主
が
、
平
成
２
３
年
４
⽉
１
⽇
か
ら
平
成
２
６
年
３
⽉
３
１
⽇
ま
で
の
期
間
内
に
始
ま
る
い
ず
れ
か
の
事
業
年
度
に

お
い
て

次
世
代
法
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
対
象
と
な
る

２
税
制
優
遇
制
度
の
対
象
と
な
る
事
業
主
の
要
件

お
い
て
、
次
世
代
法
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
対
象
と
な
る
。

◆
平
成
26
年
度
税
制
改
正
⼤
綱
（
平
成
25
年
12
⽉
24
⽇
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
適
⽤
期
限
の
１
年
延
⻑
（
平
成
27
年
３
⽉
31
⽇
ま
で
）
が
決
定
さ

れ
て
い
る
。

※
個
⼈
事
業
主
の
⽅
の
場
合
は
平
成
２
４
年
１
⽉
１
⽇
か
ら
平
成
２
６
年
１
２
⽉
３
１
⽇
ま
で
各
年
に
次
世
代
法
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
対
象
と
な
る
。

※
過
去
に
認
定
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
事
業
主
で
も

当
該
期
間
内
に
新
た
に
認
定
を
受
け
た
場
合
に
は
対
象
と
な
る

※
過
去
に
認
定
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
事
業
主
で
も
、
当
該
期
間
内
に
新
た
に
認
定
を
受
け
た
場
合
に
は
対
象
と
な
る
。

※
当
該
期
間
内
に
複
数
回
認
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
最
初
の
認
定
に
つ
い
て
の
み
対
象
と
な
る
。

３
適
用
対

象

◆
次
世
代
法
の
認
定
を
受
け
た
⽇
を
含
む
事
業
年
度
終
了
の
⽇
に
お
い
て
、
事
業
主
が
所
有
し
、
事
業
の
た
め
に
使
⽤
し
て
い
る
建
物
及
び
付
属
施
設

（
以
下
「
建
物
等
）

か
つ

◆
認
定
に
係
る
⾏
動
計
画
の
計
画
期
間
開
始
の
⽇
か
ら
、
認
定
を
受
け
た
⽇
を
含
む
事
業
年
度
終
了
の
⽇
ま
で
の
間
に
お
い
て
取
得
を
し
た
も
の
で
そ

建
設

後
事
業

た
め
に
使
⽤
さ
れ

な
も

ま
た
は
そ

当
該
期
間
内
に
新
築

増
改
築
を
し
た
建
物
等

の
建
設
の
後
、
事
業
の
た
め
に
使
⽤
さ
れ
て
い
な
い
も
の
、
ま
た
は
そ
の
当
該
期
間
内
に
新
築
・
増
改
築
を
し
た
建
物
等

※
所
有
権
が
移
転
し
な
い
リ
ー
ス
取
引
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
を
除
く
。

※
増
改
築
の
場
合
は
、
増
改
築
の
た
め
の
⼯
事
を
⾏
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
所
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
建
物
等
の
部
分
に
限
る
。

※
「
建
物
及
び
そ
の
付
属
施
設
」
の
例

※
「
建
物
及
び
そ
の
付
属
施
設
」
の
例

・
事
務
所
⽤
建
物
、
店
舗
⽤
建
物
、
病
院
⽤
建
物
、
⼯
場
⽤
建
物
、
倉
庫
⽤
建
物
、
事
業
所
内
保
育
施
設

・
電
気
設
備
、
ア
ー
ケ
ー
ド
・
⽇
よ
け
設
備
、
給
排
⽔
・
衛
⽣
設
備
、
ガ
ス
設
備
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フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
は
、
乳
幼
児
や
小
学
生
等
の
児
童
を
有
す
る
子
育
て
中
の
労
働
者
や
主
婦
等
を
会
員
と
し
て
、
児
童
の

預
か
り
等
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
と
当
該
援
助
を
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
者
と
の
相
互
援
助
活
動
に
関
す
る
連
絡
、
調
整
を
行
う
も

の
で
あ
る
。
平
成
２
１
年
度
か
ら
は
、
病
児
・
病
後
児
の
預
か
り
、
早
朝
・
夜
間
等
の
緊
急
時
の
預
か
り
な
ど
の
事
業
（
病
児
・
緊
急
対
応
強
化
事
業
）

を
行
っ
て
い
る
。

な
お
、
本
事
業
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
へ
の
円
滑
な
移
行
を
図
る
観
点
か
ら
、
平
成
２
６
年
度
は
「
保
育
緊
急
確
保
事
業
」
と
し
て
実

施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

【
平
成
２
６
年
度
予
算
案
に
お
け
る
変
更
点
】

１
会
員
数
要
件
を
緩
和
し
、
新
た
に
5
0
～
9
9
人
規
模
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
を
補
助
対
象
と
す
る
。

２
新
た
に
事
業
を
開
始
す
る
際
の
開
設
準
備
に
要
す
る
経
費
（
改
修
費
等
、
賃
借
料
（
礼
金
１
月
分
及
び
開
設
前
月
分
）
）
を
補
助
対
象
と
す
る
。

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
は
、
乳
幼
児
や
小
学
生
等
の
児
童
を
有
す
る
子
育
て
中
の
労
働
者
や
主
婦
等
を
会
員
と
し
て
、
児
童
の

預
か
り
等
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
と
当
該
援
助
を
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
者
と
の
相
互
援
助
活
動
に
関
す
る
連
絡
、
調
整
を
行
う
も

の
で
あ
る
。
平
成
２
１
年
度
か
ら
は
、
病
児
・
病
後
児
の
預
か
り
、
早
朝
・
夜
間
等
の
緊
急
時
の
預
か
り
な
ど
の
事
業
（
病
児
・
緊
急
対
応
強
化
事
業
）

を
行
っ
て
い
る
。

な
お
、
本
事
業
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
へ
の
円
滑
な
移
行
を
図
る
観
点
か
ら
、
平
成
２
６
年
度
は
「
保
育
緊
急
確
保
事
業
」
と
し
て
実

施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

【
平
成
２
６
年
度
予
算
案
に
お
け
る
変
更
点
】

１
会
員
数
要
件
を
緩
和
し
、
新
た
に
5
0
～
9
9
人
規
模
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
を
補
助
対
象
と
す
る
。

２
新
た
に
事
業
を
開
始
す
る
際
の
開
設
準
備
に
要
す
る
経
費
（
改
修
費
等
、
賃
借
料
（
礼
金
１
月
分
及
び
開
設
前
月
分
）
）
を
補
助
対
象
と
す
る
。

フ
ァ
ミ
リ
ー

フ
ァ
ミ
リ
ー

フ
ァ
ミ
リ
ー

フ
ァ
ミ
リ
ー
・ ・・・
サ
ポ
ー
ト

サ
ポ
ー
ト

サ
ポ
ー
ト

サ
ポ
ー
ト
・ ・・・
セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー
事
業

事
業
事
業

事
業
に
つ
い
て

に
つ
い
て

に
つ
い
て

に
つ
い
て

○
相
互
援
助
活
動
の
例

・
保
育
施
設
ま
で
の
送
迎
を
行
う
。

・
保
育
施
設
の
開
始
前
や
終
了
後
又
は
学
校
の
放
課
後
、

子
ど
も
を
預
か
る
。

・
保
護
者
の
病
気
や
急
用
等
の
場
合
に
子
ど
も
を
預
か
る
。

・
冠
婚
葬
祭
や
他
の
子
ど
も
の
学
校
行
事
の
際
、
子
ど
も
を
預
か
る
。

・
買
い
物
等
外
出
の
際
、
子
ど
も
を
預
か
る
。

・
病
児
・
病
後
児
の
預
か
り
、
早
朝
・
夜
間
等
の
緊
急
預
か
り
対
応

（
平
成
２
１
年
度
か
ら
）

○
実
施
市
区
町
村
（
平
成
２
４
年
度
交
付
決
定
ベ
ー
ス
）

・
基
本
事
業
６
９
９
市
区
町
村

・
病
児
･
緊
急
対
応
強
化
事
業
１
２
９
市
区
町
村

○
会
員
数
※
平
成
２
３
年
度
末
現
在
（
）
は
平
成
２
２
年
度
末
現
在

・
依
頼
会
員
（
援
助
を
受
け
た
い
会
員
）
３
８
３
，
３
２
１
人
（
３
５
２
，
６
８
３
人
）

・
提
供
会
員
（
援
助
を
行
い
た
い
会
員
）
１
２
９
，
７
４
４
人
（
１
１
４
，
８
１
８
人
）

・
両
方
会
員

４
２
，
５
８
５
人
（
３
９
，
８
８
９
人
）

援
助

援
助
援
助

援
助
を ををを
受 受受受
け
た
い

け
た
い

け
た
い

け
た
い
会
員

会
員
会
員

会
員

援
助

援
助
援
助

援
助
を ををを
受 受受受
け
た
い

け
た
い

け
た
い

け
た
い
会
員

会
員
会
員

会
員

フ
ァ
ミ
リ
ー

フ
ァ
ミ
リ
ー

フ
ァ
ミ
リ
ー

フ
ァ
ミ
リ
ー
・ ・・・
サ
ポ
ー
ト

サ
ポ
ー
ト

サ
ポ
ー
ト

サ
ポ
ー
ト
・ ・・・
セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー

〔 〔〔〔
相
互
援
助
組
織

相
互
援
助
組
織

相
互
援
助
組
織

相
互
援
助
組
織
〕 〕〕〕

フ
ァ
ミ
リ
ー

フ
ァ
ミ
リ
ー

フ
ァ
ミ
リ
ー

フ
ァ
ミ
リ
ー
・ ・・・
サ
ポ
ー
ト

サ
ポ
ー
ト

サ
ポ
ー
ト

サ
ポ
ー
ト
・ ・・・
セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー

〔 〔〔〔
相
互
援
助
組
織

相
互
援
助
組
織

相
互
援
助
組
織

相
互
援
助
組
織
〕 〕〕〕

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

援
助

援
助
援
助

援
助
を ををを
行 行行行
い
た
い

い
た
い

い
た
い

い
た
い
会
員

会
員
会
員

会
員

援
助

援
助
援
助

援
助
を ををを
行 行行行
い
た
い

い
た
い

い
た
い

い
た
い
会
員

会
員
会
員

会
員

援
助
の
申
し
入
れ

援
助
の
打
診

資料６
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両
立

支
援

等
助

成
金

両
立

支
援

等
助

成
金

両
立

支
援

等
助

成
金

両
立

支
援

等
助

成
金

代
替
要
員
確

保
代
替
要
員
確

保
代
替
要
員
確

保
代
替
要
員
確

保
コ
ー
ス

コ
ー
ス

コ
ー
ス

コ
ー
ス

1
.3

（
1
.2

）
億

育
児
休

業
取
得

者
が
、

育
児
休

業
終
了

後
、
原

職
等
に

復
帰

す
る
旨
の

取
扱
い

を
就
業

規
則
等

に
規
定

し
、
休

業
取
得

者
の

代
替
要
員

を
確
保

し
、
か

つ
、
休

業
取
得

者
を
原

職
等
に

復
帰

さ
せ
た
中

小
企
業

事
業
主

に
支
給

す
る
。

休
業
中
能
力

休
業
中
能
力

休
業
中
能
力

休
業
中
能
力

ア
ッ
プ
コ

ー
ス

ア
ッ
プ
コ

ー
ス

ア
ッ
プ
コ

ー
ス

ア
ッ
プ
コ

ー
ス

（ （（（
経
過
措

置
経
過
措

置
経
過
措

置
経
過
措

置
） ）））

0
.1

（
0
.6

）
億

育
児
休

業
又
は

介
護
休

業
取
得

者
を
円

滑
に
職

場
復
帰

さ
せ

る
こ
と
を

目
的
と

し
た
能

力
の
開

発
及
び

向
上
に

関
す
る

、
次

の
い
ず
れ

か
1
つ
以
上

の
措
置
（

職
場
復

帰
プ
ロ

グ
ラ
ム

）
を

実
施
し
た

中
小
企

業
事
業

主
又
は

構
成
事

業
主
の

過
半
数

が
中

小
企
業
事

業
主
で

あ
る
事

業
主
団

体
に
支

給
す
る

。

①
在
宅
講
習

②
職
場
環
境
適
応
講
習

③
職
場
復
帰
直
前
講
習

④
職
場
復
帰
直
後
講
習

平
成
2
6
年

3
月

3
1
日
ま

で
に
休
業

を
終
了

し
た
労

働
者
を

対
象

支
給

限
度

額
２

１
万

円
（
注

）

企
業

規
模

１
人

目
２

人
目

以
降

※

中
小

企
業

事
業

主
40

万
円

15
万

円

上
記

以
外

の
事

業
主

30
万

円
10

万
円

継
続

就
業

支
援

継
続

就
業

支
援

継
続

就
業

支
援

継
続

就
業

支
援

コ
ー

ス
コ

ー
ス

コ
ー

ス
コ

ー
ス

( (((
経

過
措

置
経

過
措

置
経

過
措

置
経

過
措

置
)
 
 
 

)
 
 
 

)
 
 
 

)
 
 
 
2
.5

(
1
3
.9
)
億

労
働
者

の
た
め

の
保
育

施
設
を

事
業
所

内
（
労

働
者
の

通
勤

経
路
又
は

そ
の
近

接
地
域

を
含
む

）
に
設

置
、
増

築
等
を

行
う

事
業
主
・

事
業
主

団
体
に

、
そ
の

費
用
の

一
部
を

助
成
す

る
。

中
小

企
業

両
立

支
援

助
成

金

育
児
休

業
取
得

者
を
原

職
又
は

原
職
等

に
復
帰

さ
せ
、

一
年

以
上
継
続

し
て
雇

用
し
た

１
０
０

人
以
下

の
事
業

主
で
あ

っ
て
、

仕
事
と
家

庭
の
両

立
支
援

制
度
を

利
用
し

や
す
い

職
場
環

境
の

整
備
の
た

め
、
研

修
を
実

施
す
る

事
業
主

に
支
給

す
る
。

（
※
初

め
て
育
児
休
業
を
終
了
し
た
労
働
者
が
平
成
２
３
年
１
０
月
１
日
以
後

平
成
２
５
年
３
月
３
１
日
ま
で

に
出
た
事
業
主
が
対
象
。
）

支
給

額

１
人

目
４

０
万

円

２
人

目
か

ら
５

人
目

ま
で

１
５

万
円

支
給

機
関

：
都

道
府

県
労

働
局

事
業

所
内

保
育

施
設

設
置

・
運

営
等

支
援

助
成

金

5
1
.9

（
2
9
.5

）
億

子
育

て
期

短
時

間
勤

務
支

援
助

成
金

8
.6

（
1
2
.1

）
億

※
１
企
業
当
た
り
５
年
間
、
１
年
度
延
べ
１
０
人
ま
で

※
１
企
業
当
た
り
育
児
・
介
護
そ
れ
ぞ
れ
５
年
間
、
１
年
度
延
べ
２
０
人
ま
で

※
２
回
（
１
年
目
と
３
年
目
）
に
分
け
て
支
給

支
給

額

１
人

目
４

０
万

円
（
注

）

２
人

目
か

ら
５

人
目

ま
で

１
５

万
円

（
注

）

期
間
雇
用
者
の
育
児
休
業
取
得
者
が

正
社
員
と
し
て
復
職
し
た
場
合

１
人
目
１
０
万
円
加
算

２
～
５
人
目
５
万
円
加
算

期
間

雇
用

者
継

続
就

業
支

援
期

間
雇

用
者

継
続

就
業

支
援

期
間

雇
用

者
継

続
就

業
支

援
期

間
雇

用
者

継
続

就
業

支
援

コ
ー

ス
コ

ー
ス

コ
ー

ス
コ

ー
ス

9
.2

(
4
.8

)
億

期
間
雇

用
者
と

正
社
員

が
同
等

の
要
件

で
利
用

で
き
る

育
児
休

業
制
度
、

育
児
短

時
間
勤

務
制
度

を
就
業

規
則
等

に
規
定

し
、
期

間
雇
用
者

の
育
児

休
業
取

得
者
を

原
職
又

は
原
職

等
に
復

帰
さ
せ

、

６
カ
月
以

上
継
続

し
て
雇

用
し
た

中
小
企

業
事
業

主
で
あ

っ
て
、

仕
事
と
家

庭
の
両

立
支
援

制
度
を

利
用
し

や
す
い

職
場
環

境
の
整

備
の
た
め

、
研
修

を
実
施

す
る
事

業
主
に

支
給
す

る
。

（
※
育
児

休
業
を
終
了
し
た
期
間
雇
用
者
が
平
成
２
５
年
４
月
１
日
以
後
平
成
２
８

年
３
月
３
１
日
ま
で

に
出
た
事
業
主
が
対
象
。
）

少
な
く

と
も
小

学
校
就

学
前
ま

で
の
子

を
養
育

す
る
労

働
者
が

利
用
で
き

る
短
時

間
勤
務

制
度
を

導
入
し

、
小
学

校
３
年

生
ま
で

の
子
を
養

育
す
る

利
用
者

が
生
じ

た
場
合

、
事
業

主
に
支

給
す
る

。

※
５
年
間
、
１
企
業
当
た
り
延
べ
１
０
人
ま
で
（
中
小
企
業
事
業
主
は
５
人
ま
で
）

2
6
年

度
予

算
案

額
７

６
．

３
億

円
（
雇

用
勘

定
）

2
5
年

度
予

算
額

６
２

．
１

億
円

（
雇

用
勘

定
）

（
注
）
代
替
要
員
確
保
コ
ー
ス
、
休
業
中
能
力
ア
ッ
プ
コ
ー
ス
、
期
間
雇
用

者
継
続
就
業
支
援
コ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
両
立
支
援
の
実
効
性
を
高
め
る
た

め
、
女
性
の
活
躍
促
進
に
つ
い
て
事
業
主
が
数
値
目
標
を
含
む
内
容
の
目
標

を
宣
言
し
、
当
該
数
値
目
標
を
達
成
し
た
場
合
は
、
１
企
業
当
た
り
１
回
に

限
り
、
５
万
円
を
上
乗
せ
す
る
。

ポ
ジ

テ
ィ

ブ
・
ア

ク
シ

ョ
ン

能
力

ア
ッ

プ
助

成
金

(仮
称

）

1
.2

億
（
新

規
）

女
性
の

活
躍
促

進
に
つ

い
て
の

数
値
目

標
を
設

定
し

､
一
定
の

研
修
プ
ロ

グ
ラ
ム

の
実
施

に
よ
り

、
目
標

を
達
成

し
た
事

業
主
に

支
給
す
る

。

中
小
企

業
3
0
万

円
、
大

企
業
1
5
万
円
（

1
企

業
1
回
限
り

）

育
休
復
帰

支
援

育
休
復
帰

支
援

育
休
復
帰

支
援

育
休
復
帰

支
援

プ
ラ
ン

プ
ラ
ン

プ
ラ
ン

プ
ラ
ン

助
成
金

助
成
金

助
成
金

助
成
金

1
.5

億
(
新

規
)

中
小
企

業
団
体

に
配
置

さ
れ
た

「
育
休

復
帰
プ

ラ
ン

ナ
ー
」
に

よ
る
支

援
の
も

と
「
育

休
復
帰

支
援
プ

ラ
ン
」

を

策
定
及
び

導
入
し

、
対
象

労
働
者

が
育
休

を
取
得

し
た
場

合
、

及
び
、
当

該
育
休

取
得
者

が
復
帰

し
た
場

合
に
中

小
企
業

事

業
主
に
支

給
す
る

。

※
１
企
業
当
た
り
２
回
ま
で

１
回
目
：
プ
ラ
ン
を
策
定
し
、
育
休
取
得
し
た
時

２
回
目
：
育
休
者
が
職
場
復
帰
し
た
時

育
児
休
業

中
、
復

職
・
再

就
職
後

の
能
力

ア
ッ
プ

の
た
め

の
訓

練
等
を
実

施
し
た

事
業
主

に
支
給

す
る
。

中
小
企

業
経

費
助
成

２
分
の

１
・
賃

金
助
成

8
0
0
円

大
企
業

経
費
助
成

３
分
の

１
・
賃

金
助
成

4
0
0
円

（
参

考
）
キ

ャ
リ

ア
形

成
促

進
助

成
金

(育
休

取
得

能
力

ア
ッ

プ
コ

ー
ス

(仮
称

))
1
7
.5

億

資料７
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